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○産業建設委員長報告

産業建設委員長 佐藤絹子

産業建設委員長報告を申し上げます。

今期定例会で、当委員会に付託されました案件は、「議案第２８号 松茂町

ほか二町競艇事業組合と鳴門市との間におけるモーターボート競走施行に関

する事務の受託に係る協議について」であります。

当委員会は去る２月２８日に委員会を開催し、慎重審査いたしました結果、

議案１件は、原案のとおり可決すべきと決しました。

以下、審査の概要についてご報告申し上げます。

まず、「議案第２８号 松茂町ほか二町競艇事業組合と鳴門市との間におけ

るモーターボート競走施行に関する事務の受託に係る協議について」であり

ますが、地方自治法第２５２条の１４の規定に基づき、松茂町ほか二町競艇

事業組合からモーターボート競走の管理及び執行に係る事務の受託を受ける

ため議会の議決を求めるものでありました。

委員からは、当該事務の受託について松茂町ほか二町にとって利益がある

のかとの確認があり、理事者からは、売上額が増加しているため、松茂町ほ

か二町競艇事業組合に入る額も増加しているとの説明がありました。

また委員からは、松茂町ほか二町競艇事業組合の売上額、及び鳴門市から

松茂町ほか二町競艇事業組合への支出金額について質疑があり、理事者から

は平成２８年度決算で、松茂町ほか二町競艇事業組合の売上額が２５億４２

５９万７６００円であり、そこから必要経費を差し引き、約１０００万円の

支出となっているとの説明がありました。

また委員から、松茂町ほか二町競艇事業組合の変遷についての質疑があり、

理事者からは、昭和４１年５月から同年１２月までは大麻町・松茂町競艇事

業組合。昭和４２年１月から４３年３月までは松茂町競艇事業組合。昭和４

４年４月から４６年５月までは北島町、板野町を含む、松茂町ほか二町競艇

事業組合。昭和４６年５月から平成１２年３月までは、北島町、板野町、藍

住町を含む松茂町ほか三町競艇事業組合。平成１２年４月からは北島町、板

野町含む現在の松茂町ほか二町競艇事業組合となっているとの説明がありま

した。

委員会では、採決の結果、全会一致で原案を了といたしました。
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以上が、当委員会の審査概要であります。よろしく御賛同賜りますようお

願い申し上げます。


